
セントラル⽅式に基づくサイト調査
 洋上⾵⼒の案件形成における課題として、複数の事業者が同⼀海域で重複した調査を実施し⾮効率であるほ

か、それに伴い地元漁業における操業調整等の負担が⽣じている。
 これら課題を解消するために、案件形成の初期段階から政府が主導的に関与し、より迅速・効率的に調査等を
実施する仕組（セントラル⽅式）の⼀環として、 JOGMEC※が⾵況や海底地盤調査を実施。調査結果につい
ては、公募に参加する事業者に提供し、公募で選定された事業者からは調査に要した費⽤を回収する⽅針。

 2023年度から調査を開始（各海域2年間をかけて調査）。現在、①北海道岩宇・南後志地区沖、②北海道
島牧沖、③北海道檜⼭沖を対象に調査中。2024年度からは、①及び②のさらに沖合（浮体式）の海域に
加えて、⼭形県酒⽥市沖を対象に調査を実施（令和5年度予算額36億円、令和6年度予算額65億円、令
和7年度概算要求額96億円）。

再エネ海域利⽤法に基づく協議会の設置及び協議

国
प
े
ॊ
促
進
区
域
भ
指
定

選
定
औ
ो
ञ
発
電
事
業
者
प
े
ॊ

詳
細
調
査
؞
建
設
⼯
事
等

各
地
域
प
उ
ऐ
ॊ
案
件
形
成

運
転
開
始

︵
都
道
府
県
ऊ
ै
国
प
情
報
提
供
︶

地質構造調査（海底地盤調査）

洋上⾵⼒発電設備の基本設計
に必要な調査
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「セントラル⽅式」における案件形成プロセスのイメージ ※JOGMECは「独⽴⾏政法⼈エネルギー・⾦属鉱物資源機構」の略称
（Japan Organization for Metals and Energy Security）
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セントラル⽅式に基づく系統確保スキーム
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 これまで、個別の事業者が確保した系統接続契約を発電事業者公募に活⽤し、選定された事業者がその系統
を承継することを前提とした制度運⽤が⾏われていたが、①適切な出⼒規模となっていない可能性や、②複数事
業者による重複した系統確保等の課題が存在。

 上記の観点を踏まえ、再エネ海域利⽤法の対象となる案件については、国が系統接続に関する交通整理を⾏う
「系統確保スキーム」を適⽤することを原則とし、合理的な系統接続の⽅針を整理する取組を進めている。
※現在、北海道⽯狩沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜⼭沖、松前沖、秋⽥県秋⽥市沖、岩⼿県久慈市沖及び富⼭県東部沖が対象。


